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ユーホーケミカル株式会社の民事再生の支援に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 22 年 11 月 26 日に東京地方裁判所に対して民事再生手続きの申し立てを行

いましたユーホーケミカル株式会社との間で平成 23 年３月 25 日に事業譲渡契約を締結し、

再生計画案について債権者集会において可決され、それを受けて裁判所の認可決定がなさ

れることを条件として、事業譲渡の方法により民事再生の支援を行うことといたしました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．支援の理由 

ユーホーケミカル株式会社は、昭和 32 年９月に株式会社有朋商会として設立以来、業

務用洗剤・フロアポリッシュ等の製造・販売の事業を展開してまいりました。 
しかしながら、バブル経済の崩壊に端を発した長期不況により売上が急減し、またそ

れに対応したコストの圧縮が遅れため経費負担が重くのしかかり、次第に資金繰りに窮

するようになりました。さらには粉飾決算の発覚から、金融機関からの支援も困難とな

り、平成 22 年 11 月 26 日に民事再生手続きの申し立てに至りました。 
上記の経緯で民事再生手続きの申し立てに至ったユーホーケミカル株式会社ではあり

ますが、当社がその技術・ノウハウを継承するとともに新たな販路が加わることによる

シナジー効果や事業拡大によるコストダウン効果も合わせ、さらなる発展の基盤にする

ことができると考えました。また、当社はもとより、お取引先をはじめとする全てのス

テークホルダーに好影響があると判断し、支援を行うことといたしました。 

２．支援の内容 

当社は、民事再生手続きのなかで、当社子会社への事業譲渡を内容とする再生計画案

が債権者集会において可決され、それを受けて裁判所の認可決定がなされることを条件

として、当社 100％出資により設立した株式会社ユーホーニイタカにおいて、ユーホーケ

ミカル株式会社の全事業を譲り受けるものであります。なお、譲受資産は取引先との契

約上の地位、棚卸資産、生産設備等の固定資産、知的財産権であり、これ以外の資産及

び債務の一切は譲り受けません。 

３．今後のスケジュール 

当社子会社への事業譲渡を内容とする再生計画案が債権者集会において可決され、そ

れを受けて裁判所により認可決定がなされることを前提に、事業譲渡に向けた準備を進

めてまいります。債権者集会は平成 23 年 6 月上旬に開かれる見込みで、可決されれば同

年 7月初めに譲渡が実行される予定です。 



４．ユーホーケミカル株式会社の概要（事業譲渡契約締結日現在） 

商 号：ユーホーケミカル株式会社 

本店所在地：東京都中央区八丁堀二丁目 30 番 17 号 
設立年月日：昭和 32 年９月３日 
事 業 内 容：業務用洗剤・フロアポリッシュ等の製造・販売 
資 本 金：95,508,000 円 
社 員 数：40 名 

以上 
 


